
 
 

 

 

■ 久喜市液状化対策検討結果報告会 概要書 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策範囲は、造成地の埋戻し状況が異なっている可能性がある囲繞堤により区分する。 

東日本大震災時の被害実態と対比すると「判定 C」の箇所において液状化被害が生じて

いることから、「判定 C」がある区域は必要対策範囲とする。 

また、3丁目付近は建設残土により埋戻しがなされており粘性土主体であるため、検討

範囲から除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

対策範囲の設定にあたっては、「市街地液状化対策推進ガイダンス H26.3 国土交通省都

市局都市安全課」に示される下記指標を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

囲繞堤

排砂管 

建設残土 

（粘性土主体） 

（３）対策範囲 

 

●：東日本大震災時液状化箇所 
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[復興交付金による液状化対策事業の採択要件] 

1.道路と宅地で一体的に液状化対策を行うこと 

2.対策費用は、国、自治体、及び所有者等が負担すること 

3.対策範囲は、3000m2以上、10戸以上の家屋があること 

4.対策範囲の関係権利者の 3分の 2以上の同意を得ること 
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